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■大人向けの本■
　①「イノセント・ゲリラの祝祭」　　 海堂　尊　著

　②「無痛」　　　　　　　　　　久坂部羊　著

　③「檀ふみの茶の湯はじめ」　檀　ふみ　著

　④「出雲弁談義」　藤岡大拙　著

　⑤「私は貝になりたいオフィシャルブック」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　勉　編

■子ども向けの本■　
　①「風の館の物語」　１あさのあつこ　作

　②「チャーリー・ボーンの冒険」　１
 ジェニー・ニモ　作

　③「はたらくじどう車スーパーずかん」
　　　　　　　　　　　　　　　　　 小賀野実　監修

　④「ときそば」川端　誠　作

　⑤「こんにちは、ビーバー」佐藤英治　文

■大人向けの本■
　①「テンペスト」池上永一　著

　②「空へ向かう花」　　　小路幸也　著

　③「よくわかる補聴器選び」関谷芳正　著

　④「週末書斎術」　成美堂出版　編

　⑤「裁判員になってもあわてない本」
四宮　啓　著

■子ども向けの本■　
　①「ずっとそばに」　　いもとようこ　作

　②「せかいのひとびと」　ピーター・スピアー　作

　③「そらとぶクレヨン」　　　 竹下文子　作

　④「たたんでむすんでぬのあそび」　　　　　　
平野恵理子　作

　⑤「ばばばあちゃんのもちつき」
さとうわきこ　作

新着図書案内新着図書案内新着図書案内
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国保コーナー

　交通事故など、第三者による行為でけがなどを負った場合には、原則としてその医療費は

加害者が負担すべきものです。

　しかし、国民健康保険（以下：国保）に加入している皆さんが、保険証を提示し、医療機

関で診察を受けると、保険診療となるために、国保が一時的に医療費を立て替えることにな

ります。

　これにより、後日、国保が被害者に代わって、医療費を加害者に請求することになります。

交通事故などに遭い、病院で診療を受けた場合は、必ず健康福祉課（国保係）まで届出をし

てください。

＜届出の手順＞

　①警察に届け出る

　　交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。　

　②国保の窓口に届け出る

　　国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

　　後日、その他必要書類の記入をお願いします。

　＜届出に必要なもの＞

　　・印鑑

　　・保険証

　　・事故証明書（後日でも構いません）

　　　

　ご不明な点がございましたら、お問合せください。

　　　　　　　　　　　　　　健康福祉課　国保係（有線31-5121・電話54-2781）

もしも、交通事故に遭ってしまったら・・・

※示談の前に届出を・・・

　届出をされないで、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、第

三者行為の対象とならない場合がありますので、示談の前に必ず届出をしてください。
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　島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この
島根県最低賃金が適用されます。
１.地域別最低賃金
　島根県最低賃金：629円
　　（平成20年10月19日から適用）
２.産業別最低賃金（平成20年12月21日から適用）
　①製鉄・製鋼圧延業、鉄素形材製造業：744円
　②業務用機械器具等製造業：736円
　③電子部品・デバイス・電子回路、
　　電気機械器具等製造業　　　　　：685円
　④自動車・同附属品製造業　　　　：738円
　⑤百貨店・総合スーパー　　　　　：700円
　⑥自動車（新車）小売業　　　　　　：705円
　　※③のみ平成21年3月21日から適用。
　　お問合せ先：島根県労働局労働基準部賃金室　
　　　　　　　　　☎0852-31-1158
　　　　　　　　または、松江労働基準監督署
　　　　　　　　　☎0852-31-1166

最低賃金が改正されました


